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犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
検
疫
の
場
所
及
び
係
留
期
間
）

（
検
疫
の
場
所
及
び
係
留
期
間
）

第
四
条

家
畜
防
疫
官
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
検
疫
の
た
め
、
次
の
表
に
掲

第
四
条

家
畜
防
疫
官
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
検
疫
の
た
め
、
次
の
表
に
掲

げ
る
区
分
に
従
い
、
検
疫
に
係
る
犬
等
を
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
（
以
下

げ
る
区
分
に
従
い
、
検
疫
に
係
る
犬
等
を
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
（
以
下
「

「
係
留
期
間
」
と
い
う
。
）
動
物
検
疫
所
に
係
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

係
留
期
間
」
と
い
う
。
）
動
物
検
疫
所
に
係
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

だ
し
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
疫
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

し
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
疫
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検

検
疫
に
係
る
犬
等
の
係
留
期
間
が
十
二
時
間
以
内
で
あ
っ
て
家
畜
防
疫
官
が
必

疫
に
係
る
犬
等
の
係
留
期
間
が
十
二
時
間
以
内
で
あ
っ
て
家
畜
防
疫
官
が
必
要

要
と
認
め
る
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
犬
等
に
つ
き
家
畜
防
疫
官
が
狂
犬
病

と
認
め
る
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
犬
等
に
つ
き
家
畜
防
疫
官
が
狂
犬
病
に

に
か
か
っ
て
い
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
か
か
る
お
そ
れ
も
な
い
と
認
め
た

か
か
っ
て
い
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
か
か
る
お
そ
れ
も
な
い
と
認
め
た
と

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

犬
等
の
区
分

係
留
期
間

犬
等
の
区
分

係
留
期
間

輸

一
・
二

（
略
）

（
略
）

輸

一
・
二

（
略
）

（
略
）

入

三

次
に
掲
げ
る
書
類
が
添
付
さ

採
血
日
か
ら
到
着
日
ま
で
の

入

三

次
に
掲
げ
る
書
類
が
添
付
さ

採
血
日
か
ら
到
着
日
ま
で
の

れ
て
い
る
犬
又
は
猫
（
個
体
識

日
数
（
以
下
「
採
血
後
日
数
」

れ
て
い
る
犬
又
は
猫
（
個
体
識

日
数
（
以
下
「
採
血
後
日
数
」

別
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も

と
い
う
。
）
を
百
八
十
日
か
ら

別
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も

と
い
う
。
）
を
百
八
十
日
か
ら

の
に
限
る
。
）

差
し
引
い
て
得
た
日
数
（
採
血

の
に
限
る
。
）

差
し
引
い
て
得
た
日
数
（
採
血

イ

狂
犬
病
に
か
か
っ
て
い
ず

後
日
数
が
百
八
十
日
を
超
え
る

イ

狂
犬
病
に
か
か
っ
て
い
ず

後
日
数
が
百
八
十
日
を
超
え
る

、
又
は
狂
犬
病
に
か
か
っ
て

場
合
、
採
血
後
日
数
が
百
八
十

、
又
は
狂
犬
病
に
か
か
っ
て

場
合
、
採
血
後
日
数
が
百
八
十

い
る
疑
い
が
な
い
旨
を
記
載

日
を
超
え
な
い
場
合
に
お
い
て

い
る
疑
い
が
な
い
旨
を
記
載

日
を
超
え
な
い
場
合
に
お
い
て

し
た
輸
出
国
政
府
機
関
の
発

最
後
の
採
血
日
が
前
回
の
採
血

し
た
輸
出
国
政
府
機
関
の
発

最
後
の
採
血
日
が
前
回
の
採
血

行
す
る
証
明
書

日
か
ら
百
八
十
日
以
上
経
過
し

行
す
る
証
明
書

日
か
ら
百
八
十
日
以
上
二
年
以

ロ

狂
犬
病
の
予
防
注
射
（
農

た
日
で
あ
る
と
き
又
は
家
畜
防

ロ

狂
犬
病
の
予
防
注
射
（
農

内
の
日
で
あ
る
と
き
又
は
家
畜

林
水
産
大
臣
の
定
め
る
方
法

疫
官
の
発
行
す
る
証
明
書
若
し

林
水
産
大
臣
の
定
め
る
方
法

防
疫
官
の
発
行
す
る
証
明
書
若
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に
よ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

く
は
そ
の
写
し
に
採
血
日
が
記

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

し
く
は
そ
の
写
し
に
採
血
日
が

同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
旨

載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
十

同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
旨

記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

、
本
邦
に
到
着
す
る
日
（
以

二
時
間
以
内
で
あ
っ
て
家
畜
防

、
本
邦
に
到
着
す
る
日
（
以

十
二
時
間
以
内
で
あ
っ
て
家
畜

下
「
到
着
日
」
と
い
う
。
）

疫
官
が
必
要
と
認
め
る
時
間
）

下
「
到
着
日
」
と
い
う
。
）

防
疫
官
が
必
要
と
認
め
る
時
間

前
二
年
以
内
に
採
取
さ
れ
た

前
二
年
以
内
に
採
取
さ
れ
た

）

血
液
中
の
抗
体
価
（
農
林
水

血
液
中
の
抗
体
価
（
農
林
水

産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適

産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同

合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
検
査
能
力
を
有
す

等
以
上
の
検
査
能
力
を
有
す

る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大

る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大

臣
の
指
定
す
る
検
査
施
設
に

臣
の
指
定
す
る
検
査
施
設
に

お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
の

お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
の

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し

た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）
が
血
清
一
ミ
リ
リ
ッ
ト

。
）
が
血
清
一
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
当
た
り
〇
・
五
国
際
単
位

ル
当
た
り
〇
・
五
国
際
単
位

以
上
で
あ
る
旨
及
び
当
該
血

以
上
で
あ
る
旨
及
び
当
該
血

液
が
採
取
さ
れ
た
日
（
以
下

液
が
採
取
さ
れ
た
日
（
以
下

「
採
血
日
」
と
い
う
。
）
を

「
採
血
日
」
と
い
う
。
）
を

記
載
し
た
輸
出
国
政
府
機
関

記
載
し
た
輸
出
国
政
府
機
関

の
発
行
す
る
証
明
書
又
は
家

の
発
行
す
る
証
明
書
又
は
家

畜
防
疫
官
の
発
行
す
る
証
明

畜
防
疫
官
の
発
行
す
る
証
明

書
若
し
く
は
そ
の
写
し

書
若
し
く
は
そ
の
写
し

四
・
五

（
略
）

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
略
）

輸

（
略
）

（
略
）

輸

（
略
）

（
略
）

出

出

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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附

則

附

則

（
係
留
期
間
の
特
例
）

第
六
条

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
対
象

地
域
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
英
国
（
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン

及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
直
接
輸
入

さ
れ
る
犬
等
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
は
、
第
四
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ
る
犬
等

と
み
な
す
。

一

当
該
犬
等
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
降
に
本
邦
、
指
定
地
域
及
び
対

象
地
域
以
外
の
地
域
か
ら
対
象
地
域
に
輸
入
さ
れ
た
犬
等
並
び
に
同
日
以
降

に
対
象
地
域
内
の
一
の
地
域
か
ら
対
象
地
域
内
の
他
の
地
域
に
輸
入
さ
れ
た

犬
等
で
な
い
旨
を
記
載
し
た
輸
出
国
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
が
添
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

狂
犬
病
の
予
防
注
射
の
実
施
状
況
及
び
血
液
中
の
抗
体
価
を
勘
案
し
て
、

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
到
着
日
ま
で
の
間
狂
犬
病
に
対
す
る
免
疫
の

効
果
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。


